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２０１９年度税制改正で小規模宅地等の特例についても改正があると
聞きましたが…。

一人暮らしの親の自宅を相続しました。空き家となった場合、空き家の
譲渡所得の特例の適用を受けることができますか？

今⽉の
Q&A
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今月のお知らせ

真ん中の□に漢字を⼊れて、⼆字熟語を４つ
作ってみましょう︕
ただし熟語は⽮印の⽅向に読みます。

※ 正解は次号資産税NEWSにて発表いたします。

今月の
クイズ

？

※ 前号（No.154 2019年1⽉号）の解答は【上】でした。

①和→□ ②台→□
③□→上 ④□→⼒ の4つの⼆字熟語が出来ます。

力
↓

↓

→ →台

和

上



Q

A

税理士 江後慎太郎

2019年度税制改正⼤綱が昨年発表されました。⼩規模宅地等の特例についても、
特定事業⽤宅地等の範囲が変更されました。

⼩規模宅地等の特例とは住んでいた、⼜は事業に使⽤していた宅地について、家族
の⽣活や事業を守る観点から宅地の評価額を減額する特例です。

これまで400㎡までの特定事業⽤宅地等（事業に利⽤していた建物等の敷地）を
80％評価減出来る特例ですが、相続開始前3年以内に事業に利⽤した宅地等が対象
外となりました。

但し、その宅地が事業に利⽤されている減価償却資産の価額が宅地の価額の15％以
上である場合には適⽤が認められます。

また被相続⼈（もしくは被相続⼈と同⼀⽣計であった親族）が居住に使⽤していた
宅地等については、配偶者が相続した場合（すぐに売却しても適⽤可）⼜は同居親
族が相続し、申告期限まで居住及び所有継続している場合には330㎡まで80％評価
額を減額することが出来ます。

2018年3⽉31⽇以前は相続開始前３年以内に⾃⼰⼜は⾃⼰の配偶者が所有する家
屋に居住したことがないことも⼩規模宅地等の特例を使えましたが、2018年4⽉1
⽇以降は相続開始前３年以内に次の者が所有する家屋に居住したことがないことが
要件が加えられました。
・⾃⼰⼜は⾃⼰の配偶者・３親等内の親族
・特別の関係にある法⼈

さらに相続開始時において、居住していた家屋を過去に
所有していたことがないことも適⽤要件に追加されていますので、
ご注意ください。

01 今月のトピックス

一部特例の対象から除外されます。

２０１９年度税制改正で小規模宅地等の特例に
ついても改正があると聞きましたが…。

一定の要件を満たせば、譲渡益から3,000万円
特別控除の適用を受けることができます。
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02 連載！不動産に係る税務

一人暮らしの親の自宅を相続しました。
空き家となった場合、空き家の譲渡所得の特例の適用
を受けることができますか？

課長 牧本

⼀定の要件を満たせば、譲渡益から3,000万円特別控除の適⽤を受けることが
できます。

主な適⽤要件は︖

● 相続開始直前において、被相続⼈が居
住していた家屋であること

● 相続開始直前において、被相続⼈以外
に居住していた⼈がいなかったこと

● 昭和56年5⽉31⽇以前に建築された
家屋（区分所有登記された建物を
除く）であること

● 相続時から譲渡時まで、事業⽤、貸付
⽤、居住⽤に供されていないこと

（注）相続した家屋を取り壊して⼟地のみを譲渡す
る場合は、取り壊した家屋について相続時から
取壊時まで事業⽤、貸付⽤、居住⽤に供されて
いたことがないこと、かつ、⼟地について相続
時から譲渡時まで事業⽤、貸付⽤、居住⽤に供
されていたことがないこと

● 相続開始直前において、
被相続⼈居住⽤家屋の
敷地の⽤に供されてい
た⼟地等であること

● 相続⽇から起算して3年を経過する⽇の
属する年の12⽉31⽇まで、かつ、平成
28年4⽉1⽇から平成31年12⽉31⽇ま
での譲渡であること

● 譲渡価額が1億円以下であること
● 家屋を譲渡する場合（その敷地等も併

せて譲渡する場合を含む）、譲渡時に
おいて、現⾏の耐震基準に適合する家
屋であること


